
盛岡市都南地域地区公民館使用料減免基準 

 

（平成 29年３月 24日市長決裁） 

 

 盛岡市都南地域の地区公民館使用料減免基準を次のとおり定める。 

 

１ 公民館使用料の免除の対象となる団体等及び減免事由は，次のとおりとする。 

(1) 市及び市関係機関（議会，農業委員会，選挙管理委員会等）が主催して使用すると

き。 

(2) 市教育委員会事務局，市都南地域内の市立小中学校及び市教育機関が主催して使用

するとき。 

(3) 市都南地域内の高校生が在学している学校が主催して使用するとき。 

(4) 公の支配に属せず，営利を目的としない社会教育事業を行う団体が使用するとき。 

※ 上記団体＝自治公民館，子ども会，子ども会育成会，女性の会，各種の社会教育

学級，アマチュアスポーツ団体，青年会，小・中・高ＰＴＡ，各種の

グループ・サークル等 

(5) 営利を目的としない市都南地域内機関又は団体で，都南地域の地域づくりに貢献す

る機関・団体が主催して使用するとき。 

※ 上記機関・団体＝町内会・自治会，交通安全協会，交通安全母の会，防犯協会，

老人クラブ等 

 

２ 公民館使用料の減額については，原則として行わない。 

 

３ この基準は，平成 29年４月１日から実施する。 


